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火山災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 6 節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 第 6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 第 1 防災関係機関の責務 第 1 防災関係機関の責務 

  ［略］  ［略］ 

 第 2 防災関係機関の業務の大綱 第 2 防災関係機関の業務の大綱 

  1 ［略］   1 ［略］  

3-1-3  2 指定地方行政機  2 指定地方行政機 

  機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

   ［略］     ［略］   

  仙台管区気象台 

〔盛岡地方気象

台〕 

(1) 気象、地象、地動及び水

象の観測並びにその成果の

収集及び発表に関するこ

と。 

(2) 気象、地象（地震にあっ

ては、発生した断層運動に

よる地震動に限る。)及び

水象の予報並びに警報等の

防災気象情報の発表、伝達

及び解説に関すること。 

(3) 気象業務に必要な観測、

予報及び通信施設の整備に

関すること。 

(4) 県や市町村が行う防災対

策に関する技術的な支援・

助言に関すること。 

(5) 防災気象情報の理解促

進、防災知識の普及啓発に

関すること。 

  仙台管区気象台 

〔盛岡地方気象

台〕 

(1) 気象、地象、地動及び水

象の観測並びにその成果の

収集及び発表に関するこ

と。 

(2) 気象、地象（地震にあっ

ては、発生した断層運動に

よる地震動に限る)及び水

象の予報並びに警報等の防

災気象情報の発表、伝達及

び解説に関すること。 

(3) 気象業務に必要な観測、

予報及び通信施設の整備に

関すること。 

(4) 県や市町村が行う防災対

策に関する技術的な支援・

助言に関すること。 

(5) 防災気象情報の理解促

進、防災知識の普及啓発に

関すること。 

 

   ［略］     ［略］   

  3～5 ［略］  3～5 ［略］ 

3-1-8  6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理

者 

 6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理

者 

  機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

   ［略］     ［略］   

  (株)岩手日報社 

(株)朝日新聞社盛岡総局 

(株)毎日新聞社盛岡支局 

(株)読売新聞社盛岡支局 

(株)河北新報社盛岡総局 

(株)産業経済新聞社盛岡支局 

(株)日本経済新聞社盛岡支局 

(株)岩手日日新聞社 

(株)デーリー東北新聞社盛岡支局 

(一社)共同通信社盛岡支局 

 ［略］   (株)岩手日報社 

(株)朝日新聞社盛岡総局 

(株)毎日新聞社盛岡支局 

(株)読売新聞社盛岡支局 

(株)河北新報社盛岡総局 

(株)産業経済新聞社盛岡支局 

(株)日本経済新聞社盛岡支局 

(株)岩手日日新聞社 

(株)デーリー東北新聞社盛岡支局 

(一社)共同通信社盛岡支局 

 ［略］  
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(株)時事通信社盛岡支局 

(有)盛岡タイムス社 

(株)時事通信社盛岡支局 

 

   

修正 

理由 

○所要の修正  
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火山災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 8 節 災害の発生状況 第 8節 災害の発生状況 

3-1-14 本県の明治元年以降における異常気象等によ

るおもな災害は資料編 1－6－1のとおりであ

り、火山噴火による主な災害等は、資料編 1－6

－4のとおりである。 

本県の明治元年以降における異常気象等によ

る主な災害は資料編 1－6－1 のとおりであり、

火山噴火による主な災害等は、資料編 1－6－4

のとおりである。 

   

修正 

理由 

○所要の修正  
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 2 節 防災知識普及計画 第 2節 防災知識普及計画 

3-2-3 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

 県、市町村その他の防災関係機関は、職員

に対して防災教育を実施するとともに、広く

住民等に対して火山に関する知識や火山噴火

の特性等、火山防災に関する防災知識の普及

に努め、自主防災思想の普及、徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際は、高齢

者、障がい者等要配慮者の多様なニーズに十

分配慮するとともに、地域において要配慮者

を支援する体制の整備を図る。 

また、被災時の性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ（LGBT 

等）の視点にも配慮する。 

県、市町村その他の防災関係機関は、職員

に対して防災教育を実施するとともに、火山

防災の日、防災関連行事等を通じ、広く住民

等に対して火山に関する知識や火山噴火の特

性等、火山防災に関する防災知識の普及に努

め、自主防災思想の普及、徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際は、高齢

者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等要

配慮者の多様なニーズに十分配慮するととも

に、地域において要配慮者を支援する体制の

整備を図る。 

また、被災時の性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ（LGBT 

等）の視点にも配慮することに加え、愛玩動

物の飼養の有無による被災時のニーズの違い

に配慮するよう努める。 

 第 2 防災知識の普及 第 2 防災知識の普及 

  ［略］  ［略］ 

 第 3 総合防災センターによる防災意識の普及等 第 3 総合防災センターによる防災意識の普及等 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正 

○所要の修正 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 5 節 気象業務整備計画 第 5節 気象業務整備計画 

 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

  ［略］  ［略］ 

 第 2 気象業務の実施体制の整備 第 2 気象業務の実施体制の整備 

  1 ［略］  1 ［略］ 

  2 情報処理・通信システムの整備・充実  2 情報処理・通信システムの整備・充実 

  ○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に

必要な通信システム及び防災気象情報の作

成に必要な情報処理システムの整備・充実

に努める。 

 ○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に

必要な通信システム及び防災気象情報の作

成に必要な情報処理システムの整備・充実

に努める。 

   (1)～(5) ［略］   (1)～(5) ［略］ 

3-2-9   (6) 火山観測施設   (6) 火山観測施設 

  施設名 箇所数 設置場所   施設名 箇所数 設置場所  

  岩手山火

山観測点 

8 馬返し（地震計、空振

計、傾斜計）、八合目小

屋（地震計）、滝ノ上温

泉（地震計）、黒倉山西

（地震計）、赤倉岳北

（傾斜計）、柳沢（ＧＮ

ＳＳ）、柏台（監視カメ

ラ）、黒倉山（監視カメ

ラ） 

  岩手山火

山観測点 

9 馬返し（地震計、空振

計、傾斜計）、八合目小

屋（地震計、ＧＮＳ

Ｓ）、滝ノ上温泉（地震

計）、黒倉山西（地震

計）、赤倉岳北（傾斜

計）、柳沢（ＧＮＳ

Ｓ）、柏台（監視カメ

ラ）、黒倉山（監視カメ

ラ）、長山篠川原（監視

カメラ） 

 

   ［略］      ［略］    

3-2-10  （気象庁以外の機関が設置している主な観測施設）  （気象庁以外の機関が設置している主な観測施設） 

  施設名等 箇所数 設置機関   施設名等 箇所数 設置機関  

  ［略］      ［略］     

  全国強震ネ

ットワーク

システム 

［略］  独立行政法

人防災科学

技術研究所 

  全国強震観測

網 

［略］  国立研究開発

法人防災科学

技術研究所 

 

  ［略］      ［略］     

  震度情報ネ

ットワーク

システム 

計測震

度計 

54 岩手県（箇

所数のう

ち、6は科

学技術庁か

ら、8は気

象庁からの

分岐） 

  震度情報ネッ

トワークシス

テム 

計測震

度計 

52 岩手県（箇所

数のうち、5

は国立研究開

発法人防災科

学技術研究所

から、8は気

象庁からの分

岐） 

 

   ［略］       ［略］     

  栗駒山火山 ［略］     栗駒山火山 ［略］    

  観測点 地震計 ［略］ 防災科学技   観測点 地震計 ［略］ 国立研究開発  
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術研究所 法人防災科学

技術研究所 

    ［略］    ［略］ 

3-2-11 第 3 情報収集、伝達体制の整備 第 3 情報収集、伝達体制の整備 

 ○ 気象庁は、防災関係機関が行う防災活動

の迅速な立ち上がりに資するよう、情報の

伝達体制を整備するとともに、防災気象情

報を適時・的確に発表し、報道機関の協力

を得て住民に周知するよう努める。 

○ 気象庁は、防災関係機関が行う防災活動

の迅速な立ち上がりに資するよう、情報の

伝達体制を整備するとともに、防災気象情

報を適時・的確に発表し、報道機関の協力

を得て住民に周知するよう努める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〔噴火警報・予報等伝達系統図 資料編 3-2-

10〕 

  ［略］  

3-2-16  ⑤秋田駒ヶ岳の噴火警戒レベル（概要版） 令

和５年３月 秋田駒ヶ岳火山防災協議会 

⑤秋田駒ヶ岳の噴火警戒レベル（概要版） 令

和５年３月 秋田駒ヶ岳火山防災協議会 

  名称 対象

範囲 

レベ

ル 

（キ

ーワ 

ー

ド） 

火山活

動の状

況 

住民等

の行動

及び登

山者・

入山者

等への

対応 

想定

され

る現

象等 

  名称 対象

範囲 

レベ

ル 

（キ

ーワ 

ー

ド） 

火山活

動の状

況 

住民等

の行動

及び登

山者・

入山者

等への

対応 

想定

され

る現

象等 

 

   ［略］        ［略］      

  噴火

予報

（予

報） 

 ［略］ 火山活

動は静

穏。火

山活動

の状況

によっ

て、火

口内で

火山灰

の噴出

等が見

られる

（この

範囲に

ひった

場合に

［略］    噴火

予報

（予

報） 

 ［略］ 火山活

動は静

穏。火

山活動

の状況

によっ

て、火

口内で

火山灰

の噴出

等が見

られる

（この

範囲に

入った

場合に

［略］   
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は生命

に危険

が及 

ぶ）。 

は生命

に危険

が及 

ぶ）。 

  ［略］  ［略］ 

3-2-18  ⑦十和田の噴火警戒レベル（概要版） 令和４

年３月 十和田火山防災協議会 

 ⑦十和田の噴火警戒レベル（概要版） 令和４

年３月 十和田火山防災協議会 

  名称 対象

範囲 

レベ

ル 

（キ

ーワ 

ー

ド） 

火山活

動の状

況 

住民等

の行動

及び登

山者・

入山者

等への

対応 

想定

され

る現

象等 

  名称 対象

範囲 

レベ

ル 

（キ

ーワ 

ー

ド） 

火山活

動の状

況 

住民等

の行動

及び登

山者・

入山者

等への

対応 

想定

され

る現

象等 

 

   ［略］        ［略］      

  警報  ［略］  火口か

ら居住

地域近

くまで

の範囲

への立

入規制

等。 

状況に

応じて

高齢者

等の要

配慮者

の避難

準備等

が必

要。特

定地域

の避難

等が必

要。 

住民は

通常の

生活。 

   警報  ［略］  危険な

地域へ

の立入

規制

等。住

民は今

後の火

山活動

の推移

に注

意。 

  

    ［略］  火口周

辺への

立入規

制等。 

住民は

通常の

     ［略］  火口周

辺への

立入規

制等。 

住民は

今後の
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生活。 火山活

動の推

移に注

意。 

   ［略］        ［略］      

  ［略］  ［略］ 

 第 4 防災知識の普及 第 4 防災知識の普及 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○所要の修正  
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 5 節の 2 通信確保計画 第 5節の 2 通信確保計画 

 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

  1 ［略］  1 ［略］ 

3-2-21  2 災害時においても通信を確保することがで

きるよう、通信施設・設備の被災が想定され

ない場所への設置、不燃堅牢化及びサブシス

テム化並びに代替通信手段の確保に努める。 

また、通信施設等が損壊した場合におい

て、迅速に応急復旧ができるよう要員及び資

機材の確保に努める。 

 2 災害時においても通信を確保することがで

きるよう、通信施設・設備の被災が想定され

ない場所への設置、不燃堅牢化及びサブシス

テム化並びに代替通信手段の確保に努めると

ともに、通信施設等が損壊した場合におい

て、迅速に応急復旧ができるよう要員及び資

機材の確保に努める。 

   また、通信が途絶している地域で、部隊や

派遣職員等が活動する場合を想定し、衛星通

信を活用したインターネット機器の整備、活

用に努めること。 

 第 2 通信施設・設備の整備等 第 2 通信施設・設備の整備等 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正  
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 6 節 避難対策計画 第 6節 避難対策計画 

 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

  ［略］  ［略］ 

3-2-23 第 2 避難計画の作成 第 2 避難計画の作成 

  1 ［略］  1 ［略］ 

 2 避難促進施設における避難確保計画 2 避難促進施設における避難確保計画 

   ［略］   ［略］ 

   ○ 避難促進施設の所有者又は管理者は、

火山現象の発生及び推移に関する情報伝

達に関する事項、防災体制に関する事

項、避難誘導に関する事項、避難訓練及

び防災教育に関する事項等を定めた避難

確保計画を作成・公表し、関係市町村に

報告する。 

  ○ 避難促進施設の所有者又は管理者は、

火山現象の発生及び推移に関する情報伝

達に関する事項、防災体制に関する事

項、避難誘導に関する事項、避難訓練及

び防災教育に関する事項等を定めた避難

確保計画を作成又は変更し、公表すると

ともに、関係市町村に報告する。 

   ［略］   ［略］ 

   ○ 関係市町村は、避難促進施設に係る避

難確保計画の作成又は避難訓練の実施に

関し必要な助言又は勧告等を行い、施設

所有者又は管理者による取組の支援に努

める。 

  ○ 関係市町村は、必要に応じて火山防災

協議会に意見を求めつつ、避難促進施設

に係る避難確保計画の作成及び変更並び

に避難訓練の実施に関し必要な情報提

供、助言等の援助を行い、施設所有者又

は管理者による取組の支援に努める。 

  3 ［略］  3 ［略］ 

 第 3 避難場所等の整備等 第 3 避難場所等の整備等 

  ［略］  ［略］ 

 第 4 避難所の運営体制等の整備 第 4 避難所の運営体制等の整備 

  ［略］  ［略］ 

 第 5 避難行動要支援者名簿 第 5 避難行動要支援者名簿 

  ［略］  ［略］ 

3-2-25 第 6 避難に関する広報 第 6避難に関する広報 

  ［略］  ［略］ 

  ○ 県及び市町村は、登山者等の情報を把握

するため、登山者等に対して、登山者カー

ド（登山計画書）の記入、いわてモバイル

メールへの登録等を行うよう、観光施設等

と連携し、広報活動を行う。 

 ○ 県及び市町村は、登山者等の情報を把握

するため、登山者等に対して、登山者カー

ド（登山計画書）の記入、いわてモバイル

メールへの登録等を行うよう、観光施設等

と連携し、広報活動を行う。 

   なお、登山者カード（登山計画書）につ

いては、ＩＴを用いた仕組みを活用するな

ど、登山者等が情報の提供を容易に行うこ

とができるよう必要な配慮に努めることと

する。 

  ［略］  ［略］ 

 第 7 避難訓練の実施 第 7 避難訓練の実施 

  ［略］  ［略］ 
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 第 8 火山災害に対する住民等の予防措置 第 8 火山災害に対する住民等の予防措置 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正  
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 7 節 要配慮者の安全確保計画 第 7節 要配慮者の安全確保計画 

3-2-29 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

  1・2 ［略］  1・2 ［略］ 

    3 市町村は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等

の様々な主体が地域の実情に応じて実施して

いる状況把握の取組を円滑に行うことができ

るよう事前に実施主体間の調整を行うととも

に、状況把握が必要な対象者や優先順位付

け、個人情報の利用目的や共有範囲につい

て、あらかじめ、検討するよう努めるものと

する。 

 第 2 実施要領 第 2 実施要領 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正  
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第 18 節 火山災害に関する調査研究及び監視観

測の推進等 

第 18 節 火山災害に関する調査研究及び監視観

測の推進等 

 第 1 基本方針 第 1 基本方針 

  ［略］  ［略］ 

3-2-45 第 2 調査研究 第 2 調査研究 

 ○ 国、県、市町村その他の防災関係機関等

は、研究機関等との連携を深め、次の調査

研究の推進を図る。 

○ 国、県、市町村その他の防災関係機関等

は、火山活動の現状や推移に関する総合的

な評価を行う火山調査研究推進本部や研究

機関等との連携を深め、次の調査研究の推

進を図る。 

 第 3 火山観測体制の充実・強化 第 3 火山観測体制の充実・強化 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○ 県防災会議条例の改正による修正 

 

 

  



14 

火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 
頁 現   計   画 修   正   案 

 第4節 情報の収集・伝達計画 第4節 情報の収集・伝達計画 

3-3-23 第1 基本方針 第1 基本方針 

  1～4 ［略］  1～4 ［略］ 

    5 県、市町村及びライフライン事業者は、Ｌア

ラート（災害情報共有システム）で発信する

災害関連情報等の多様化に努めるとともに、

情報の地図化等による伝達手段の高度化に

努めるものとする。 

   6 国、県、市町村及び防災関係機関は、情報の

共有化を図るため、各機関が横断的に共有す

べき防災情報を、総合防災情報システム（Ｓ

ＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約できるよう努めるも

のとする。 

 第2 実施機関（責任者） 第2 実施機関（責任者） 

  ［略］  ［略］ 

 第3 実施要領 第3 実施要領 

 ［略］ ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正 

〇本編との整合 

 
 
  



15 

火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 
頁 現   計   画 修   正   案 

 第7節 広報広聴計画 第7節 広報広聴計画 

 第1 基本方針 第1 基本方針 

  ［略］  ［略］ 

3-3-28 第2 実施機関（責任者） 第2 実施機関（責任者） 

  実施機関 広報広聴活

動の内容 

  実施機関 広報広聴活

動の内容 

 

   ［略］     ［略］   

  (株)岩手日報社  

(株)朝日新聞社盛岡総局 

(株)毎日新聞社盛岡支局 

(株)読売新聞社盛岡支局 

(株)河北新報社盛岡総局 

(株)産業経済新聞社盛岡支局 

(株)日本経済新聞社盛岡支局 

(株)岩手日日新聞社 

(株)デーリー東北新聞社盛岡支局 

(株)日本農業新聞東北支所 

(株)日刊工業新聞社東北・北海道

総局 

(一社)共同通信社盛岡支局 

(株)時事通信社盛岡支局 

(有)盛岡タイムス社 

 ［略］   (株)岩手日報社  

(株)朝日新聞社盛岡総局 

(株)毎日新聞社盛岡支局 

(株)読売新聞社盛岡支局 

(株)河北新報社盛岡総局 

(株)産業経済新聞社盛岡支局 

(株)日本経済新聞社盛岡支局 

(株)岩手日日新聞社 

(株)デーリー東北新聞社盛岡支局 

(株)日本農業新聞東北支所 

(株)日刊工業新聞社東北・北海道

総局 

(一社)共同通信社盛岡支局 

(株)時事通信社盛岡支局 

 

 ［略］  

   ［略］     ［略］   

 第3 実施要領 第3 実施要領 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○所要の修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 
頁 現   計   画 修   正   案 

 第18節 避難・救出計画 第18節 避難・救出計画 

3-3-46 第1 基本方針 第1 基本方針 

  1～4［ 略］  1～4 ［略］ 

    5 市町村は、指定避難所において貯水槽、井

戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホールト

イレ、マット、非常用電源、ガス設備、衛星

携帯電話・衛星通信を活用したインターネッ

ト機器等の通信機器等のほか、空調、洋式ト

イレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備

の整備に努めるとともに、避難者による災害

情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器

の整備を図るものとする。また、停電時にお

いても、施設・設備の機能が確保されるよう、

再生可能エネルギーの活用を含めた非常用

発電設備等の整備に努めるものとする。 

 第2 実施機関（責任者） 第2 実施機関（責任者） 

  ［略］  ［略］ 

3-3-47 第3 実施要領 第3 実施要領 

  1 避難指示等  1 避難指示等 

   (1) 避難指示等の内容   (1) 避難指示等の内容 

    ［略］    ［略］ 

    ○ 市町村は、火山防災協議会において協

議された火山ハザードマップ及び避難

計画等を参考にしつつ、火山現象の高ま

りに応じて適切に避難対象地域を拡大

しながら、段階的な避難勧告等を行うよ

う努める 

   ○ 市町村は、火山防災協議会において協

議された火山ハザードマップ及び避難

計画等を参考にしつつ、火山現象の高ま

りに応じて適切に避難対象地域を拡大

しながら、段階的な避難指示等を行うよ

う努める 

   （2）～(7) ［略］   （2）～(7) ［略］ 

  2～10 ［略］  2～10 ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正 

○所要の修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 
頁 現   計   画 修   正   案 

 第19節 医療・保健計画 第19節 医療・保健計画 

 第1 基本方針 第1 基本方針 

  1～7 ［略］  1～7 ［略］ 

3-3-54  8 県は、大規模災害時に保健医療福祉活動チ

ームの派遣調整、保健医療福祉活動に関する

情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉

活動の総合調整を遅滞なく行うための本部

の整備に努める。 

 8 県は、大規模災害時に保健医療福祉活動チ

ームの派遣調整、保健医療福祉活動に関する

情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉

活動の総合調整を遅滞なく行うためのいわ

て災害医療支援ネットワーク（保健医療福祉

調整本部）を設置する。 

  9 ［略］  9 ［略］ 

 第2 実施機関（責任者） 第2 実施機関（責任者） 

  ［略］  ［略］ 

 第3 初動医療体制 第3 初動医療体制 

  ［略］  ［略］ 

 第4 後方医療活動 第4 後方医療活動 

  ［略］  ［略］ 

 第5 傷病者の搬送体制 第5 傷病者の搬送体制 

  ［略］  ［略］ 

 第6 個別疾患体制 第6 個別疾患体制 

  ［略］  ［略］ 

 第7 災害中長期における医療体制 第7 災害中長期における医療体制 

  ［略］  ［略］ 

 第8 災害救助法を適用した場合の医療、助産 第8 災害救助法を適用した場合の医療、助産 

  ［略］  ［略］ 

 第9 愛玩動物の救護対策 第9 愛玩動物の救護対策 

  ［略］  ［略］ 

修正 

理由 

○所要の修正 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 
頁 現   計   画 修   正   案 

 第31節 ライフライン施設応急対策計画 第31節 ライフライン施設応急対策計画 

 第1 基本方針 第1 基本方針 

  ［略］  ［略］ 

3-3-76  ○ 電力、ガス、上下水道、電気通信施設等の

ライフライン施設の事業者等は、他都道府県

で発生した災害における応急対策に関し、必

要に応じ、応援を実施することができるよ

う、広域的応援体制の整備に努める。 

 ○ 電力、ガス、上下水道、電気通信施設等の

ライフライン施設の事業者等は、他都道府県

で発生した災害における応急対策に関し、必

要に応じ、応援を実施することができるよ

う、広域的応援体制の整備に努める。 

   ○ 道路管理者及び上下水道、電力、通信等の

インフラ事業者は、道路と生活インフラの連

携した復旧が行えるよう、関係機関との連携

体制の整備・強化を図るものとする。 

 第2 実施機関（責任者） 第2 実施機関（責任者） 

  ［略］  ［略］ 

 第3 実施要領 第3 実施要領 

 ［略］ ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正 
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火山災害対策編 第４章 災害復旧・復興計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

 第1節 公共施設等の災害復旧計画 第1節 公共施設等の災害復旧計画 

 第1 基本方針 第1 基本方針 

  ［略］  ［略］ 

 第2 災害復旧事業計画 第2 災害復旧事業計画 

  ［略］  ［略］ 

 第3 激甚災害の指定 第3 激甚災害の指定 

  ［略］  ［略］ 

 第4 緊急災害査定の促進 第4 緊急災害査定の促進 

  ［略］  ［略］ 

 第5 緊急融資等の確保 第5 緊急融資等の確保 

  ［略］  ［略］ 

3-4-2 1 国庫負担又は補助 1 国庫負担又は補助 

 ○ 法律又は予算の範囲内において、国が全部

又は一部を負担し、又は補助して行われる災

害復旧事業に関係する法令等は、次のとおり

である。 

○ 法律又は予算の範囲内において、国が全部

又は一部を負担し、又は補助して行われる災

害復旧事業に関係する法令等は、次のとおり

である。 

 (1)～(21) ［略］  (1)～(21) ［略］  

 (22) 災害廃棄物処理事業国庫補助金交

付要綱 

 (22) 災害等廃棄物処理事業費補助金交

付要綱 

 

 (23) 産業廃棄物処理事業国庫補助金交

付要綱 

 (23) 廃棄物処理施設災害復旧事業費補

助金交付要綱 

 

 (24)～(26) ［略］  (24)～(26) ［略］  

  2・3 ［略］  2・3 ［略］ 

修正 

理由 

○所要の修正 

 

 
 


